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概要：「要約筆記者」として登録するための試験  主催団体：一般社団法人要約筆記者認定協会 

石川県の合格者数：  
 
 
 
 

県・金沢市の事業で要約筆記者養成講座 2
年間（前期・後期）通算 2 年間学んだ上で受
験するものとなっている。2026 年 3 月末時
点で登録要約筆記者は、延べ 53 名（手書き
40 名、パソコン 25 名） 

 

６月６日(土)は全国ろうあ者福祉大会の為、 
当センターは休館とさせていただきます。 
ご理解の程、よろしくお願いいたします。 

 

                                           
休館日は、FAX・電話の

受信はできませんので

ご了承ください 

 

標記試験が令和 7 年 12 月 6 日（土）に石川県社会福祉会館にて行なわれました。 
残念ながら合格者はおりませんでした。 

令和 7 年度石川県登録要約筆記者試験合格者 

概要：「手話通訳者」として登録するための試験  主催団体：社会福祉法人全国手話研修センター 
石川県の合格者数：  
 
 
 

2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 

3 名 4 名 0 名 4 名 0 名 

 

市町で手話奉仕員養成講座 2 年間（入門・基礎）、県・
金沢市の事業で手話通訳者養成講座３年間（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）
と、通算 5 年間学んだ上で受験するものとなっている。
2026 年 3 月末時点で登録手話通訳者は 111 名。 

手話通訳者全国統一試験（通称：統一試験） 

全国統一要約筆記者認定試験（通称：統一試験） 

 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 

手書き 0 名 0 名 0 名 1 名 0 名 

パソコン 0 名 0 名 2 名 1 名 1 名 

 

概要：「手話通訳士」資格取得のための試験   主催団体：社会福祉法人聴力障害者情報文化センター  
石川県の合格者数： 
 

 

2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 

中止 2 名 3 名 0 名 0 名 

 

手話通訳技能認定試験（通称：手話通訳士試験） 

議会や司法等の高度な通訳技術を要する現場へ派遣
されるのが、手話通訳士である。士試験対策講座を実施
し、手話通訳士の増員へつなげたい。 

 

     

7 名 9 名 7 名 15 名 6 名 

 

※参考※ 

盲ろう者通訳員・介助員 
石川県新規登録者数 

養成講座を受講し修了す
ると、県登録の通訳・介助
員として活動ができる。 

石川県登録要約筆記者試験（全国統一試験）が、令和８年 2 月 15 日に 
石川県社会福祉会館にて行われました。合格者は以下の通りです。 

【パソコン】 1 名 酒井 一 さん 

 令和 7 年度石川県登録手話通訳者試験合格者 

手話通訳者・要約筆記者・手話通訳士と県内の状況 
令和 3(2021)年～令和 7(2025)年度 
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2026 年度石川県・金沢市要約筆記者養成講座「後期課程」を下記要領で開催します 

■開講日時  2026 年 5 月 9 日（土）～11 月 28 日（土） 

         ※途中休講あり / 9 月～11 月頃現場実習（予定） 

■対   象  平成 31 年～令和 7 年度要約筆記者養成講座「前期課程」修了者 

（白山市を含む） 

■会  場   石川県社会福祉会館 他 

■テキスト   （厚労省カリキュラム準拠）要約筆記者養成テキスト 2026 年版（上・下巻） 

■申込方法    

■提出書類   受講申込書、教材申込書、返信用封筒 

（長 3 封筒に住所・氏名を明記し 110 円分の切手を貼付ください） 

■締 切   ４月 17 日(金)（必着）  

■申 込 先   社会福祉法人石川県聴覚障害者協会（要約筆記者養成講座担当） 

          〒920-0964 石川県本多町 3 丁目 1 番 10 号 石川県社会福祉会館内 

※詳細は「石川県聴覚障害者センター」下記 HP をご覧ください 

申込用紙をダウンロードできます https://www.deaf-ishikawa.or.jp/ 

 

（石川県・金沢市委託事業） 

期 日 ：4月 18日（土） 
会 場 ：石川県社会福祉会館 4階 大ホール

12：30～13：30 派遣説明会  ①新規登録者の紹介  ②派遣説明 
14：00～16：00 合同現任研修会 ※ 

          講演：テーマ「司法書士ができること 
（相続・消費者問題・成年後見制度）」 

講師：木原 道雄氏  

手話通訳・要約筆記

※合同現任研修会（14：00～）は、きこえない・きこえにくい人もご参加できます。 

事前申し込み必要（氏名・連絡先をご記入の上、県センターまでお申し込みください） 

期 日 ：4月 4日（土）   

会 場 ：石川県女性センター2階 大会議室 
13：00～  ①新規登録者の紹介  ②派遣説明 
14：30～  第一回 現任研修会 

         講演：テーマ「盲ろう者を支援するときに大切にしたいこと」 
講師：西暢三氏 

(全国手話通訳問題研究会石川支部 支部長・社会福祉士) 

盲ろう者向け通訳・介助員

日本司法書士会連合会障がい者の権利擁護部会 部員 
愛媛県司法書士会松山支部 支部長 
全通研えひめ支部司法部 部員 

※社会福祉会館は駐車できません。公共交通機関や有料駐車場を利用してご来館ください。 
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～盲ろう者向け通訳・介助員養成講習会のご案内～ 

今年度は金沢市で開催します。触手話や点字、盲ろう疑似体験や移動介助の方法を学びます。 

興味のある方はお問い合わせください。ろう協会員や手話サークルのみなさんも受講できます。 

日  時 ： 令和 8 年 6 月 20日 （土） ～ 10 月 17 日 （土） 全 10回 

対  象 ： 石川県内在住で 18歳以上の方（高校生不可） 

会  場 ： 石川県社会福祉会館 

費  用 ： 教材費として 5,000円（ろうあ石川購読中の方は 3,000円） 

定  員 ： 15名 

締  切 ： ６ 月 8 日 （月） 

申込先 ： 社会福祉法人 石川県聴覚障害者協会 

TEL：076-264-8615  FAX：076-261-3021 

E-mail：m_yamada@deaf-ishikawa.or.jp  盲ろう事業担当まで 

詳細は案内チラシをご覧ください。当センターのホームページよりダウンロードできます。 

http://www.deaf-ishikawa.or.jp/

 

 

 

〈請求額の変更について〉 

 令和８年４月の薬価改定と６月の診療報酬の改定により、診療費の請求額が前回と変わ

ることがあります。ご不明な点がございましたら、受付にお尋ねください。 

〈担当医の変更について〉 

 新年度になりますと、医師の人事異動等により担当医が変更になることがあります。詳細

につきましては、当院のホームページでご確認ください。 

ホームページアドレス https://kenchu.ipch.jp 

〈マイナンバーカードの電子証明書について〉 

 電子証明書の有効期限は、年齢を問わず発行日から５回目の誕生日までです。有効期限の

２～３ヶ月前を目途に、有効期限通知書が送付されます。お住まいの市町窓口で更新手続き

をお願いします。 

県立中央病院からのお知らせ   
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    地域活動支援センターろうあハウス 

 

 

 

Vol.38 2026(令和 8)年度 4月 1日 

ろうあハウスだより 

春の訪れとともに、桜のつぼみがほころび始めるこの季節、私たちの「ろうあハウス」も新た

な年度を迎えることができました。 

昨年度のこと 
昨年度の一年間、利用者の皆さま、関係者の皆さまからの温かいご支援とご協力に、心より感

謝申し上げます。 
昨年度は、５Ｓ(整理・整頓・清潔・清掃・躾)、安全管理を徹底しながらも、行事や様々な学

習を通じて、利用者の皆さまに笑顔と安心をお届けできるよう努めてまいりました。特に、東京

2025 デフリンピックキャラバンカー出発式に参加し、様々なイベントなどの活動は、利用者の

方々にとって大きな喜びとなり、私たち職員にとっても学びと励みの時間となりました。 

年の漢字 それぞれの目標… 
今年の１月５日から、ろうあハウスは仕事始めで、利用者の皆さん

の元気な様子と共に新年を迎えました。新年会に今年の抱負を一文

字の漢字で表していただきました。 

先ずは、新年の挨拶にいらした藤平センター長から「冷」の漢字。
「何が起きても冷静沈着でいられるように…」と話していたら、そこで

吉岡所長の新年早々のツッコミが入って、お二人で漫才が始まり… 

お二人の様子に、利用者の皆さんも大変楽しそうに笑っていました。 

今年１年も、笑いあり 楽しみあり 励まし合い 仲良く過ごして行き

たいと思います。 

2026(令和 8)年 1 月 5 日(月) 

ろうあハウス 

人数：21 名 

（利用者 18 名、職員 3 名） 

新年度の抱負 

近頃、利用者の状況が大きく変化したことにより、利用者や私たちのライフスタイルも変わり

つつあります。すべてに関わる人々や地域と繋がることができる、明るい未来に向かって歩み始

めること、また職員一同が学び続け、専門性と人間性の両面を磨きながら、皆さまに「ここに来

てよかった」と感じていただける「ろうあハウス」らしい施設づくりを進めてまいります。 

新しい年度は、新しい出会いと挑戦の始まりでもあります。これからも利用者の皆さまが安心

して日々を過ごし、笑顔あふれる時間を積み重ねられるよう、職員一同、心をひとつにして努め

てまいります。 

本年度も変わらぬご理解とご協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

本年度は、３つを重点目標と

して取り組んでまいります。 

1．「信頼・笑顔」を合言葉に、よりよい活動の提供 

2．利用者一人ひとりの「やりたいこと」を叶え

る活動の充実 

3．手話サークルや地域とのつながりを深める交

吉岡所長は「力」…行動、知識、学び等色んなことに力を入れ、 身につける。  
田畠職員は「優」…優しい気持ち 優しい心 暖かく優しい表情にする。 

奥野職員は「覚」…手話をもっと覚えてみんなと話したい。 


